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北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

二
〇
一
一
年
一
〇
月
二
七
日
（
木
）
午
後
三
時
よ
り

勾
留
要
件
の
意
義
と
制
度
設
計

�
報
告
者　
　

緑　
　
　

大　

輔

　

刑
事
手
続
に
お
け
る
勾
留
要
件
の
正
当
性
に
つ
い
て
、
近
時
、
わ
が
国

で
議
論
が
あ
る
。
未
決
拘
禁
が
許
容
さ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で

あ
れ
ば
身
体
の
拘
束
ま
で
処
分
と
し
て
正
当
化
で
き
る
の
か
。

　
（
一
）
治
罪
法
は
、
予
審
判
事
に
身
体
を
拘
束
す
る
強
制
処
分
の
権
限

を
与
え
て
い
た
（
治
罪
法
一
二
一
条
）。
起
訴
後
に
公
判
準
備
の
た
め
に

勾
引
の
権
限
を
与
え
、
勾
引
後
に
四
八
時
間
以
内
に
訊
問
し
、
勾
留
の
要

否
を
判
断
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た（
一
二
二
条
二
項
）。
治
罪
法
で
は
、

住
居
不
定
・
罪
証
隠
滅
・
逃
亡
の
お
そ
れ
が
既
に
確
認
で
き
る
（
一
二
一

条
一
号
・
二
号
）。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
、「
被
告
人
未
遂
罪
又
ハ
脅
迫

罪
ヲ
犯
シ
仍
ホ
其
目
的
ヲ
遂
ケ
ン
ト
ス
ル
恐
ア
ル
時
」
を
挙
げ
、
犯
罪
予

防
手
段
と
し
て
も
未
決
拘
禁
を
位
置
づ
け
た
（
三
号
）。
こ
の
要
件
は
明

治
刑
事
訴
訟
法
で
も
維
持
さ
れ
た
が（
七
二
条
）、大
正
刑
訴
法
八
七
条
は
、

現
行
刑
訴
法
の
勾
留
と
同
様
の
要
件
を
設
け
、
予
防
拘
禁
的
な
色
彩
を
持

つ
明
治
刑
訴
法
七
二
条
三
号
を
削
除
し
た
。
こ
れ
は
、
行
政
執
行
法
（
明

治
三
三
年
制
定
）
で
行
政
検
束
（
一
条
）
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
影
響
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
犯
罪
予
防
は
行
政
法
領
域
で
、
犯
罪
発
生

後
の
処
分
は
刑
事
法
領
域
で
規
律
す
る
と
い
う
役
割
分
担
を
見
出
せ
る
。

そ
し
て
、
現
行
刑
訴
法
は
、
勾
留
要
件
と
し
て
、
犯
罪
の
嫌
疑
と
と
も
に

住
居
不
定
・
罪
証
隠
滅
の
虞
・
逃
亡
の
虞
を
設
け
た
（
六
〇
条
）。
な
お
、

現
行
刑
訴
法
制
定
前
、
行
政
検
束
等
は
、「
人
権
蹂
躙
」
問
題
で
廃
止
さ

れ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
刑
訴
法
の
よ
う
に
、
予
防
拘
禁
的
な
要
件
を
設

け
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
た
。
第
一
次
案
・
第
二
次
案
で
は
、「
死
刑

又
は
無
期
若
し
く
は
短
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
あ
た
る
罪

を
犯
し
た
こ
と
を
疑
ふ
に
足
る
と
き
」
と
「
再
び
罪
を
犯
す
虞
が
あ
る
と

き
」
も
勾
引
ま
た
は
勾
留
で
き
る
旨
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
第
三
次

案
以
降
は
否
定
さ
れ
た
（
な
お
、
第
三
次
案
で
「
罪
証
隠
滅
の
虞
」
も
削

除
さ
れ
た
。
出
頭
確
保
の
み
を
目
的
と
す
る
場
合
は
、
住
居
不
定
・
逃
亡

の
虞
の
み
が
要
件
に
な
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
）。
以
上
の
制
定
過
程
か

ら
、住
居
不
定
・
逃
亡
の
虞
は
異
論
な
く
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。

罪
証
隠
滅
要
件
も
、
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

雑
　
　
　
報
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（
二
）
そ
れ
で
は
、
住
居
不
定
・
逃
亡
の
お
そ
れ
・
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ

の
各
要
件
は
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
か
。
住
居
不
定
要
件
に
つ
い
て

は
、証
拠
保
全
の
一
環
と
し
て「
被
告
人
自
身
が
証
拠
資
料
で
あ
る
た
め
、

公
判
へ
の
出
頭
確
保
が
必
要
だ
」
と
い
う
論
理
が
あ
り
う
る
。
被
告
人
質

問
等
の
制
度
が
、
こ
の
理
解
を
支
え
う
る
。
し
か
し
、
訴
訟
主
体
と
し
て

被
告
人
を
位
置
づ
け
る
以
上
は
採
り
え
な
い
。
ま
た
、
民
事
訴
訟
と
異
な

り
、
刑
事
訴
訟
は
公
共
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
特
に
訴
訟
主
体
に

法
廷
へ
の
出
頭
を
求
め
、
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
被
告
人
は
一

方
的
に
公
判
廷
へ
の
出
廷
を
放
棄
で
き
ず
、
身
体
拘
束
の
必
要
性
が
生
じ

る
と
い
う
論
理
が
あ
り
う
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
が
人
身
の
自
由
の

犠
牲
ま
で
強
い
る
こ
と
ま
で
正
当
化
し
き
れ
る
の
か
、
疑
い
の
余
地
も
残

る
。
ま
た
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
説
明
も
あ
り
う
る
。
ミ
ル
が
奴
隷

契
約
を
自
己
決
定
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
よ
う
に
、「
自
ら
の
生
命
や
人

身
の
自
由
を
放
棄
す
る
自
由
」
は
個
人
に
は
な
い
。
他
方
で
、
刑
事
訴
訟

で
は
、
刑
罰
に
よ
っ
て
人
身
の
自
由
や
生
命
の
喪
失
な
ど
「
自
己
決
定
で

き
る
地
位
」
を
喪
失
す
る
リ
ス
ク
を
背
負
う
。
罰
金
刑
も
、
労
役
場
留
置

の
リ
ス
ク
を
負
う
。
つ
ま
り
、
公
判
へ
の
出
頭
は
、
被
告
人
が
「
自
己
決

定
で
き
る
地
位
」
を
守
る
た
め
の
権
利
で
あ
り
義
務
で
も
あ
る
。
以
上
の

考
え
方
は
、
未
決
拘
禁
が
被
告
人
に
裁
判
で
争
わ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
と

い
う
説
明
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
被
告
人
に
対
し
て
制
裁
的
に
未
決
拘

禁
上
の
処
遇
を
行
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
未
決
拘
禁
段
階

か
ら
被
処
分
者
が
望
む
社
会
的
援
助
を
与
え
る
こ
と
は
、
慫
慂
さ
れ
こ
そ

す
れ
、
否
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
。

（
三
）
次
に
、
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
る
か
。

当
事
者
主
義
を
採
用
し
て
い
る
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
一
方
当
事
者
に

よ
る
罪
証
隠
滅
の
虞
が
あ
る
と
し
て
も
、
身
体
拘
束
は
な
さ
れ
ず
、
証
拠

保
全
に
よ
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
刑
事
訴
訟
法
で
は
罪
証
隠
滅
を
予
防
す

る
た
め
に
一
方
当
事
者
の
身
体
拘
束
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
刑

事
裁
判
で
は
当
事
者
主
義
が
証
拠
保
全
に
劣
後
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を

示
唆
す
る
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
証
拠
保
全
が
訴
訟
当
事
者
の
尊
厳

へ
の
侵
害
を
正
当
化
し
う
る
だ
け
の
価
値
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
刑
法
は
、
被
告
人
以
外
の
者
に
対
し
て
証
拠
隠
滅

罪
が
設
置
さ
れ（
一
〇
四
条
）、人
身
の
自
由
を
奪
う
刑
罰
が
適
用
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
過
去
の
証
拠
隠
滅
行
為
に
つ
い
て
、
証
拠
保
全
の
価
値
の
下

で
人
身
の
自
由
の
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
。
他
方
、被
告
人
に
対
し
て
は
、

刑
法
上
は
期
待
可
能
性
が
な
い
こ
と
が
明
文
に
取
り
込
ま
れ
、
証
拠
隠
滅

罪
の
適
用
が
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
は
、
被
告
人
の
証
拠
隠
滅
行
為

に
違
法
性
は
存
す
る
旨
を
示
唆
す
る
。
以
上
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
被

告
人
以
外
の
者
に
対
し
て
証
拠
保
全
の
た
め
に
人
身
の
自
由
が
制
約
さ
れ

う
る
と
こ
ろ
（
証
拠
隠
滅
罪
）、
被
告
人
に
は
そ
の
制
約
か
ら
完
全
に
免
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れ
る
理
由
は
な
い
。
ま
た
、
法
制
度
上
は
一
方
当
事
者
で
あ
る
検
察
官
と

て
証
拠
隠
滅
罪
の
適
用
対
象
で
あ
り
、
証
拠
保
全
を
実
現
す
る
た
め
に
刑

罰
で
人
身
の
自
由
が
制
約
さ
れ
う
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
当
事
者
で
あ

る
か
ら
証
拠
保
全
の
た
め
の
人
身
の
自
由
へ
の
制
約
が
全
面
的
に
禁
止
さ

れ
る
と
い
う
理
屈
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
四
）
ま
た
、
外
国
人
た
る
被
告
人
が
退
去
強
制
さ
れ
る
こ
と
を
理
由

に
、
本
来
な
ら
ば
無
罪
判
決
後
に
勾
留
か
ら
解
か
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
三
四
五
条
）、
刑
の
執
行
確
保
を
目
的
と
し
て
勾
留
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

る
か
。
裁
判
を
行
う
以
上
、
判
決
を
執
行
で
き
な
け
れ
ば
裁
判
を
行
う
実

益
が
な
く
な
る
た
め
、
判
決
の
効
力
の
確
保
を
拘
禁
の
理
由
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、民
事
訴
訟
で
は
民
事
保
全
制
度
が
あ
る
。

し
か
し
、刑
事
訴
訟
で
刑
の
執
行
確
保
の
た
め
に
人
身
の
自
由
を「
保
全
」

す
る
こ
と
は
、
侵
害
の
程
度
が
大
き
す
ぎ
る
と
の
理
解
が
あ
り
う
る
。
他

方
で
、
身
体
は
一
身
専
属
性
が
高
い
が
ゆ
え
に
、
刑
事
裁
判
で
は
よ
り
一

層
「
保
全
」
の
必
要
性
が
高
く
な
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。
少
な
く
と

も
現
行
法
で
は
「
刑
の
執
行
の
確
保
の
必
要
性
」
を
勾
留
理
由
と
し
て
は

定
め
て
お
ら
ず
、
そ
れ
の
み
を
理
由
と
す
る
勾
留
は
強
制
処
分
法
定
主
義

に
反
す
る
。
現
行
法
で
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
無
罪
判
決
を
経
て
も
な
お

犯
罪
の
嫌
疑
と
逃
亡
の
虞
等
が
認
定
で
き
る
と
き
に
、
身
体
の
拘
束
が
で

き
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
「
逃
亡
」
と
い
う
概
念

に
国
家
側
の
都
合
に
よ
る
退
去
強
制
を
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
の
妥
当
性

は
問
題
に
な
る
。
最
高
裁
判
例
で
、
第
一
審
無
罪
判
決
後
の
勾
留
に
つ
い

て
、
犯
罪
の
嫌
疑
は
通
常
の
勾
留
以
上
に
高
い
嫌
疑
を
要
す
る
と
判
断
し

た
も
の
が
あ
る
が
（
最
決
平
成
一
九
年
一
二
月
一
三
日
刑
集
六
一
巻
九
号

八
四
三
頁
）、
本
来
は
入
管
法
と
の
か
か
わ
り
を
明
文
規
定
に
よ
り
定
め

る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

（
五
）
最
後
に
、
犯
罪
予
防
目
的
の
拘
禁
は
、
刑
訴
法
上
の
勾
留
要
件
と

し
て
、立
法
論
上
も
許
容
さ
れ
る
か
。
二
つ
の
観
点
か
ら
許
容
で
き
な
い
。

第
一
に
、
行
政
法
と
刑
訴
法
の
領
域
区
分
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

大
正
刑
訴
法
が
行
政
執
行
法
と
刑
事
訴
訟
法
と
で
役
割
分
担
を
志
向
し
た

点
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
法
執
行
機
関
の
活
動
の
目
的
に
応
じ
た

法
の
役
割
分
担
を
超
え
て
、
逮
捕
・
勾
留
に
つ
い
て
は
特
に
予
防
拘
禁
的

な
条
項
を
許
容
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
第
二
に
、
現
行
刑
訴
法
の
制
定
過

程
に
お
い
て
、
行
政
検
束
が
廃
止
さ
れ
た
背
景
に
は
そ
の
濫
用
が
存
在
し

た
。
種
々
の
犯
罪
の
予
防
目
的
で
の
拘
束
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
過
度
に

対
象
者
の
権
利
・
利
益
を
制
約
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
安
易

に
勾
留
要
件
を
拡
張
す
る
立
法
を
す
べ
き
で
は
な
い
。


